
2025年 2月 18日 

 

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番１号 

株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー 

代 表 取 締 役 社 長  中 村  貴 則 

 

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番１号 

大 日 本 印 刷 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  北 島  義 斉 

 

 

吸収分割に係る事前開示書類 
（吸収分割承継会社: 会社法第 794 条 第 1 項及び会社法施行規則第 192 条 に基づく開示事項） 

（吸収分割会社: 会社法第 782 条 第 1 項及び会社法施行規則第 183 条 に基づく開示事項） 

 

 

株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー（以下「承継会社」といいます。）及び大日本印刷株式

会社（以下「分割会社」といいます。）は、両当事者間で締結した 2025年 2月 17日付の吸

収分割契約書に基づき、2025 年 4 月 1 日を効力発生日として、分割会社が出版印刷事業に

関して有する資産、債務、契約その他権利義務を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本

分割」といいます。）を実施することにいたしました。 

本分割に際し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条並びに会社法第 782

条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める事項は以下の通りです。 

 

１．吸収分割契約の内容 

別紙 1の通りです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項 

承継会社は、分割会社の完全子会社に該当するため、本分割に際しては、株式、金銭

等の交付は行いません。 

 

３．分割会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 



４．計算書類等に関する事項 

【承継会社】 

  （１）最終事業年度に係る計算書類等 

別紙 2の通りです。 

  （２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、

当該臨時計算書類等の内容 

 該当事項はありません。  

  （３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

 該当事項はありません。  

 

  【分割会社】 

  （１）最終事業年度に係る計算書類等 

分割会社は有価証券報告書を関東財務局に提出しています。最終事業年度に係る

計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関

する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、

当該臨時計算書類等の内容 

  該当事項はありません。  

（３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

 該当事項はありません。  

 

５．債務の履行の見込みに関する事項 

  2024年 3月 31日現在の承継会社及び分割会社の貸借対照表における資産の額、負債の    

額及び純資産の額は下表の通りであり、その後、これらの額に重大な変動は生じており

ません。 

                                   （百万円） 

 

  本分割により、分割会社が承継会社に対して移転する資産の合計額は 14,710 百万円、   

負債の合計額は 90百万円の見込みです。 

また、本分割の効力発生日までに分割会社の資産及び負債の状態に重大な変動を生じ

る事態は現在のところ予測されていません。 

 

以上より、本分割後における承継会社及び分割会社の資産の額は負債の額を十分に上

回る見込みです。 

 

以上の点、並びに、承継会社及び分割会社の収益状況及びキャッシュ・フロー等にかん

がみて、承継会社及び分割会社の負担する債務（承継会社の負担する債務は、会社法第 799

区 分 会 社 名 資産の額 負債の額 純資産の額 

承継会社 株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー 8,250 931 7,319 

分割会社 大日本印刷株式会社 1,955,629 718,941 1,236,687 



条第 1項の規定により本分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する

債務に限ります。）については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断し

ております。 

 

６．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

上記事項に変更が生じたときは、変更後の内容を直ちに開示します。 

 

以上 



 

 

吸収分割契約書 

 

大日本印刷株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー（以下「乙」

という。）とは、甲の出版印刷事業（以下「本事業」という。）を乙が承継する吸収分割に関し、

以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（吸収分割） 

 １．甲の本事業に関して有する権利義務を乙が承継する吸収分割（以下「本分割」という。）

にかかる当事者の商号及び住所は、次のとおりである。 

   （１）吸収分割会社 

       商号：大日本印刷株式会社 

       住所：東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 

   （２）吸収分割承継会社 

       商号：株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー 

       住所：東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 

 ２．甲は、甲の本事業に関する権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。 

 

第２条（乙が交付する金銭等） 

甲が乙の完全親会社に該当するため、乙は、本分割に際し、甲に対して株式、分割交付

金その他一切の分割対価（金銭等）を交付しないものとする。 

 

第３条（乙の資本金及び資本準備金） 

本分割により乙の資本金及び資本準備金の額は増加しないものとする。 

 

第４条（承継する権利義務） 

 １．本分割に際して、乙が甲から承継する権利義務については、本契約書添付の「承継権利

義務明細表」に記載するとおりとし、当該明細表に記載のない資産、負債、権利義務、

契約上の地位は一切承継しないものとする。 

 ２．前項により乙が甲から承継する債務については、当該債務につき甲は免責され、乙がこ

れを引き受ける。 

 

第５条（分割承認総会） 

 １．甲と乙の間の本分割は、会社法第 784条第２項に基づき、本契約につき会社法第 783 条

第１項に定める甲の株主総会の承認を得ることなく行う。 

 ２．乙は、株主総会を開催し、本契約の承認及び本分割に必要な事項に関する決議を求める。 

 

第６条（効力発生日） 

   本分割がその効力を生ずる日（以下「分割効力発生日」という。）は、2025年４月１日

とする。但し、手続の進行に応じ必要あるときは、甲乙協議の上、これを変更すること

ができる。 
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第７条（会社財産の管理等） 

   本契約締結の日から分割効力発生日まで、甲は、善良なる管理者の注意をもって本業務

の執行及び財産の管理をし、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす事項を行おう

とするときは、予め甲乙協議の上、これを実行するものとする。 

 

第８条（競業避止義務） 

   甲は、本事業について、乙に対し競業避止義務を負担しない。 

 

第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 

   本契約締結の日から分割効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、

甲又は乙の資産状態、経営状態に重大な変動が生じたとき又は「承継権利義務明細表」

に記載される資産、負債、権利義務若しくは契約上の地位に重大な瑕疵が発見されたと

きは、甲乙協議の上、分割条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 10条（失効） 

   本契約は、効力発生日の前日までに、第５条に定める機関決定による承認、又は本分割

のために必要な法令に定める関係官庁等の承認を得られなかったときは、その効力を失

う。 

 

第 11条（協議事項） 

   本契約に定めるほか、本分割に必要な事項は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。 

 

 

 2025年２月 17日 

 

     東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 

（甲）  大 日 本 印 刷 株 式 会 社 

      代表取 締役 社長  北  島   義  斉 

 

     

     東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 

（乙）  株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ 書 籍 フ ァ ク ト リ ー 

     代表取 締役 社長  中  村   貴  則 

 

  



 

 

（添付） 

 

承 継 権 利 義 務 明 細 表 

 

 乙は、本分割により、分割効力発生日における甲の資産、負債、雇用契約その他の権利義務

及び契約上の地位のうち、以下に記載するものを承継するものとする。なお、承継する資産に

ついては、2024年６月 30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに分割

効力発生日前日までの増減を加除して確定する。 

 

１． 承継する資産 

(１)流動資産 

本事業に属する以下の流動資産 

① 現金 

② 原材料 

③ 仕掛品 

④ 貯蔵品 

⑤ 前払費用 

(２)固定資産 

本事業に属する以下の固定資産 

① 有形固定資産 

② 無形固定資産 

③ 長期前払費用 

 

２．承継する負債 

(１)流動負債 

本事業に属する以下の流動資産 

① 前受金 

② 預り金 

(２)固定負債 

なし 

 

３．承継する雇用契約 

本事業に従事する雇用契約者との労働契約 

但し、甲の判断で承継しないこととした雇用契約者との労働契約を除く 

 

４．承継するその他の権利義務及び契約上の地位 

(１)雇用契約以外の契約上の地位 

本事業に属する取引先との契約関係及びこれらに付随する一切の権利義務 

(２)許認可等 

甲が分割効力発生日において本事業に関連して取得している許可、認可、承認、登録、

届出等のうち、法令上承継が可能なもの 

以  上 
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